
■市街地開発事業指導要綱に基づく 防災対策への配慮事項 令和8年4月1日

施設規模等に応じ た防災備蓄倉庫及び

地域防災備蓄倉庫の設置

【 指導要綱： 第18条第２ 項第一号、 第二号、 第三号、 第20条第１ 項】

宿泊者に対する 防災関連情報の提供

（ ホテル等の計画を行う 開発事業の場合）

【 第18条第２ 項第二号】

帰宅困難者の受入れ等の取組

（ ホテル関連施設等を設ける 場合）

【 第18条第２ 項第二号】

受水槽及び高架水槽に対する

感震器連動型止水弁の設置

（ 受水槽及び高架水槽を設置する 場合に限る ）

【 指導要綱： 第18条第２ 項第四号】

地震時対応エレベ－タ －の設置

（ エレベータ ーを有する 建物のみ適用）

【 指導要綱： 第18条第2項第五号】

40㎥以上の防火水槽の設置

（ 地域を所管する 消防署と 協議の結果、

設置する 場合に限る ）

【 指導要綱： 第18条第２ 項第六号】

緊急情報等を建物内に一斉放送でき る

放送設備の設置

【 指導要綱： 第18条第３ 項】

受水槽及び高架水槽（ 以下「 水槽」 と いう 。 ）

を設ける 場合には、 水槽が地震等で容易に破損

し ない構造のも のと する ほか、 配管の損傷によ

り 上水が流出し ないよ う 感震器連動型止水弁を

水槽に設置する こ と

(増圧給水ポンプ等を設置する 場合は、 感震器連

動型止水弁の設置は不要)

在宅避難でき る よ う 、 備蓄品の収納及び搬出が容易な居住者用の防災備蓄倉庫を設置する こ と

イ ． 住戸を有する 階ごと に設置する 場合

　 １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を有し 、 かつ、 有効に備蓄品

　 を収納でき る 防災備蓄倉庫(※.2)

ハ． その他

　 １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を有し 、 かつ、 有効に備蓄品

　 を収納でき る 防災備蓄倉庫(※.2)

第20条第１ 項の規定によ り 、 飲料水、 食料、 携帯ト イ レ等を備蓄する こ と (※.3)

受水槽及び高架水槽（ 以下「 水槽」 と いう 。 ）

を設ける 場合には、 水槽が地震等で容易に破損

し ない構造のも のと する ほか、 配管の損傷によ

り 上水が流出し ないよ う 感震器連動型止水弁を

水槽に設置する こ と

(増圧給水ポンプ等を設置する 場合は、 感震器連

動型止水弁の設置は不要)

耐震ク ラ ス をＡ 以上と し 、 防災備蓄品を収納し た防災

キャ ビネッ ト を設置する こ と

エレ ベータ ーが有する 管制運転等の機能については、

リ ス タ ート 運転機能を具備する 等でき る 限り 防災対策

に寄与する も のと なる よ う 努める こ と

事業区域内に、 常時貯水量40㎥以上の防火水槽を

設置する よ う 努める こ と

防火水槽を設置する にあたり 、 当該防火水槽を設

置する 地域を所轄する 消防署と 協議する こ と

緊急情報等を開発建築物の建物内に一斉放送でき

る 放送設備を設置する よ う 努める も のと する

従業員及び施設利用者が発災から ３ 日間当該建物内に留ま る ための備蓄品を収納し た防災備蓄倉庫を設置

する こ と

第20条第１ 項の規定によ り 、 飲料水、 食料、 携帯ト イ レ等を備蓄する こ と (※.4)

受水槽及び高架水槽（ 以下「 水槽」 と いう 。 ）

を設ける 場合には、 水槽が地震等で容易に破損

し ない構造のも のと する ほか、 配管の損傷によ

り 上水が流出し ないよ う 感震器連動型止水弁を

水槽に設置する こ と

(増圧給水ポンプ等を設置する 場合は、 感震器連

動型止水弁の設置は不要)

耐震ク ラ ス をＡ 以上と し 、 防災備蓄品を収納し た防災

キャ ビネッ ト を設置する こ と

エレ ベータ ーが有する 管制運転等の機能については、

リ ス タ ート 運転機能を具備する 等でき る 限り 防災対策

に寄与する も のと なる よ う 努める こ と

事業区域内に、 常時貯水量40㎥以上の防火水槽を

設置する よ う 努める こ と

防火水槽を設置する にあたり 、 当該防火水槽を設

置する 地域を所轄する 消防署と 協議する こ と

緊急情報等を開発建築物の建物内に一斉放送でき

る 放送設備を設置する よ う 努める も のと する

緊急情報等を開発建築物の建物内に一斉放送でき

る 放送設備を設置する よ う 努める も のと する

②ホテル

　 旅館

チェ ッ ク イ ン時等に災害時の初動対応等の行動

を周知する と と も に、 館内一斉放送等によ り 災

害情報を適切に提供する こ と

施設に小型翻訳機を配備する 等外国人宿泊者に

対して多言語対応によ る 案内を行う こ と

耐震ク ラ ス をＡ 以上と し 、 防災備蓄品を収納し た防災

キャ ビネッ ト を設置する こ と

エレ ベータ ーが有する 管制運転等の機能については、

リ ス タ ート 運転機能を具備する 等でき る 限り 防災対策

に寄与する も のと なる よ う 努める こ と

事業区域内に、 常時貯水量40㎥以上の防火水槽を

設置する よ う 努める こ と

防火水槽を設置する にあたり 、 当該防火水槽を設

置する 地域を所轄する 消防署と 協議する こ と

緊急情報等を開発建築物の建物内に一斉放送でき

る 放送設備を設置する よ う 努める も のと する

チェ ッ ク イ ン時等に災害時の初動対応等の行動

を周知する と と も に、 館内一斉放送等によ り 災

害情報を適切に提供する こ と

施設に小型翻訳機を配備する 等外国人宿泊者に

対して多言語対応によ る 案内を行う こ と

耐震ク ラ ス をＡ 以上と し 、 防災備蓄品を収納し た防災

キャ ビネッ ト を設置する こ と

エレ ベータ ーが有する 管制運転等の機能については、

リ ス タ ート 運転機能を具備する 等でき る 限り 防災対策

に寄与する も のと なる よ う 努める こ と

受水槽及び高架水槽（ 以下「 水槽」 と いう 。 ）

を設ける 場合には、 水槽が地震等で容易に破損

し ない構造のも のと する ほか、 配管の損傷によ

り 上水が流出し ないよ う 感震器連動型止水弁を

水槽に設置する こ と

(増圧給水ポンプ等を設置する 場合は、 感震器連

動型止水弁の設置は不要)

用途

防災対策への配慮事項

①住宅

　 共同住宅

　 寄宿舎等

事業区域内に、 常時貯水量40㎥以上の防火水槽を

設置する よ う 努める こ と

防火水槽を設置する にあたり 、 当該防火水槽を設

置する 地域を所轄する 消防署と 協議する こ と

緊急情報等を開発建築物の建物内に一斉放送でき

る 放送設備を設置する よ う 努める も のと する

計画規模

耐震ク ラ ス をＡ 以上と し 、 防災備蓄品を収納し た防災

キャ ビネッ ト を設置する こ と

エレ ベータ ーが有する 管制運転等の機能については、

リ ス タ ート 運転機能を具備する 等でき る 限り 防災対策

に寄与する も のと なる よ う 努める こ と

①②以外（ 事務所・ 店舗等）

帰宅困難者対策協議会へ加入する こ と

ホテル関連施設等における 災害時の帰宅困難者

の受入れ（ 一時滞在施設等の整備） 等の防災上

の取組を行う こ と

受水槽及び高架水槽（ 以下「 水槽」 と いう 。 ）

を設ける 場合には、 水槽が地震等で容易に破損

し ない構造のも のと する ほか、 配管の損傷によ

り 上水が流出し ないよ う 感震器連動型止水弁を

水槽に設置する こ と

(増圧給水ポンプ等を設置する 場合は、 感震器連

動型止水弁の設置は不要)

ホテル関連施設又はよ り 公共

性の高いホテル関連施設を設

ける こ と によ る 容積率の緩和

を受けない

ホテル関連施設又はよ り 公共

性の高いホテル関連施設を設

ける こ と によ る 容積率の緩和

を受ける

従業員、 施設利用者及び宿泊者が発災から ３ 日間当該建物内に留まる ための備蓄品を収納し た防災備蓄倉

庫を設置する こ と

第20条第１ 項の規定によ り 、 飲料水、 食料、 携帯ト イ レ等を備蓄する こ と (※.4)

従業員、 施設利用者及び宿泊者が発災から ３ 日間当該建物内に留まる ための備蓄品を収納し た防災備蓄倉

庫を設置する こ と

帰宅困難者を３ 日間受入れる ための備蓄品を収納し た防災備蓄倉庫を設置する こ と

第20条第１ 項の規定によ り 、 飲料水、 食料、 携帯ト イ レ等を備蓄する こ と (※.4)(※.5)

10階未満ま たは

住戸数25戸未満

10階以上かつ

住戸数25戸以上

在宅避難でき る よ う 、 備蓄品の収納及び搬出が容易な居住者用の防災備蓄倉庫を設置する こ と

イ ． 住戸を有する 階ごと に設置する 場合

　 １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を有し 、 かつ、 有効に備蓄品

　 を収納でき る 防災備蓄倉庫(※.1)

ロ ． ５ 層以内ごと に設置する 場合

　 １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を有し 、 かつ、 １ か所につき

　 必要最低有効面積３ ㎡以上で、 空間高さ 1.5ｍ以上の防災備蓄倉庫(※.1)

第20条第１ 項の規定によ り 、 飲料水、 食料、 携帯ト イ レ等を備蓄する こ と (※.3)

事業区域内に、 常時貯水量40㎥以上の防火水槽を

設置する よ う 努める こ と

防火水槽を設置する にあたり 、 当該防火水槽を設

置する 地域を所轄する 消防署と 協議する こ と

防災対策への配慮事項



※.5_ 防災備蓄品の品目と 数量の考え方（ 帰宅困難者の受入れを行う 場合）

備蓄品の数量は、 帰宅困難者の受入人数の３ 日分と なり ま  す。  備蓄品の詳細については、 区と 協議してく ださ い。

＜例＞ ① 飲料水 …１ 人×１ 日×３ リ ッ ト ル×３ 日分　  ９ リ ッ ト ル×人数 　 ② 食料…１ 人×１ 日×３ 食×３ 日分　  ９ 食×人数 　  ③ 携帯ト イ レ …１ 人×１ 日×８ 回×３ 日分　  ２ ４ 回×人数

　 　 　  ④ト イ レ ッ ト ペーパー…１ 人×１ 日×１ /２ ロ ール×３ 日分　 ３ /２ ロ ール×人数　 　   ⑤毛布ま たはブラ ン ケッ ト …１ 人１ 枚　 １ 枚×人数

大規模開発事業（ 敷地面積3,000㎡以上の開発事業） に該当する 場合は上記に加えて、 以下の内容にも 配慮する こ と 。 【 指導要綱： 第19条】

※.2_  防災備蓄倉庫の計画例(10階未満ま たは住戸数25戸未満)

＜例＞

　 ７ 階建てで２ ～７ 階毎に15戸（ 世帯用住宅10戸、 単身用住宅５ 戸） 計90戸の計画　 　 　 １ 層における 想定入居人数→35人　 　 建物全体の想定入居人数→210人

　 内訳： 世帯用住宅10戸×３ 人(※)= 30人、 単身用住宅５ 戸×１ 人= ５ 人（ ※世帯用住宅には３ 人が住むと 想定し た場合） 　 １ 階に住戸がない場合、 １ 階に防災備蓄倉庫の設置は不要。

　 イ  住戸を有する 階ごと に設置する 場合

 　    １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を有し 、 かつ、 有効に備蓄品を収納でき る 防災備蓄倉庫を 設置する 。

　 　 →２ ～７ 階毎に1.5㎡(15戸×0.1㎡= 1.5㎡)以上かつ35人分以上の備蓄品を 収納でき る 面積で設置する 。

　 ハ その他

　 　  １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を 有する 防災備蓄倉庫を設置する 。

　 　 →１ 階に９ ㎡(90戸×0.1㎡= ９ ㎡)以上かつ210人分以上の備蓄品を収納でき る 面積で設置する 。

※.3_  防災備蓄品の品目と 数量の考え方（ 共同住宅）

備蓄品の数量は、 当該建物に入居さ れる と 想定さ れる 人数の最低３ 日分と なり ま す。

＜例＞ ① 飲料水 …１ 人×１ 日×３ リ ッ ト ル×３ 日分　  ９ リ ッ ト ル×人数　 ② 食料…１ 人×１ 日×３ 食×３ 日分　  ９ 食×人数 　  ③ 携帯ト イ レ …１ 人×１ 日×８ 回×３ 日分　  ２ ４ 回×人数

※.4_ 防災備蓄品の品目と 数量の考え方（ 事務所・ 店舗・ ホテル等）

備蓄品の数量は、 建物内の従業員・ 施設利用者・ 宿泊者の人数の最低３ 日分と なり ま  す。

＜例＞ ① 飲料水 …１ 人×１ 日×３ リ ッ ト ル×３ 日分　  ９ リ ッ ト ル×人数　 ② 食料…１ 人×１ 日×３ 食×３ 日分　  ９ 食×人数 　 ③ 携帯ト イ レ …１ 人×１ 日×8 回×3 日分　  ２ ４ 回×人数

・ 事業区域内に地域貢献施設と して50㎡以上の地域防災備蓄倉庫を設置する こ と

・ 事業区域内に災害時対応ト イ レ と して、 災害用仮設ト イ レ が設置可能なマンホール又は非常用発電機の活用等によ り 停電時においても 使用可能な屋内ト イ レ を整備する と と も に、 災害時対応ト イ レ の使用に必要な

　 物資を備蓄する こ と

・ 上記の災害時対応ト イ レ の排水用と して、 150㎥以上の雨水貯留槽を設置する こ と 。

・ 事業区域内に、 常時貯水量40㎥以上の防火水槽を設置する こ と

・ 防火水槽を 設置する にあたり 、 当該防火水槽を設置する 地域を 所轄する 消防署と 協議する こ と

・ 開発事業に計画さ れる 広場又は屋内空間を地域住民及び帰宅困難者のための避難の用に供する 広場、 一時待機場所又は一時滞在施設と して災害時に活用でき る よ う 整備する こ と

※.1_  防災備蓄倉庫の計画例(10階以上かつ住戸数25戸以上)

＜例＞

　 13階建で２ ～13階毎に15戸（ 世帯用住宅10戸、 単身者用住宅５ 戸） 計180戸の計画　    １ 層における 想定入居人数→35人　 　 建物全体の想定入居人数→420人

　 内訳： 世帯用住宅10戸×３ 人(※)＝30人、 単身者用住宅５ 戸×１ 人＝５ 人　 （ ※世帯用住宅には３ 人が住むと 想定し た場合） 　 １ 階に住戸がない場合、 1階に防災備蓄倉庫の設置は不要。

　 イ  住戸を有する 階ごと に設置する 場合

 　  　 １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を有し 、 かつ、 有効に備蓄品を 収納でき る 防災備蓄倉庫を設置する 。

　     →２ ～13階毎に1.5㎡(15戸×0.1㎡= 1.5㎡)以上かつ35人分以上の備蓄品を収納でき る 面積で設置する 。

　 ロ  ５ 層以内ごと に設置にする 場合

　  　 １ 住戸につき 有効面積0.1㎡以上と して対象と なる 計画戸数分の面積を 有し 、 かつ、 １ か所につき 必要最低有効面積３ ㎡以上で、 空間高さ 1.5ｍ以上の防災備蓄倉庫を計３ か所設置する 。

　 　 例【 プラ ンA】 　 →２ ～６ 階、 ７ 階～11階、 12～13階にそれぞれ1か所ずつ防災備蓄倉庫を設ける 。  ２ ～６ 階、 ７ 階～11階には7.5㎡以上かつ175人分以上、 12～13階には３ ㎡以上かつ70人分以上の備蓄品を収納でき

　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  る 面積で設置する 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   （ 防災備蓄倉庫の面積→(１ 層の住戸数15戸×0.1㎡)×５ 層= 7.5㎡＞３ ㎡、 (１ 層の住戸数15戸×0.1㎡)×２ 層= ３ ㎡）

　 　 　 【 プラ ンB】 　 →２ 階、 ６ 階、 10階にそれぞれ１ か所ずつ６ ㎡以上の防災備蓄倉庫を計３ か所設ける 。 全体で420人分以上の備蓄品を 収納でき る よ う 計画し 設置する 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 防災備蓄倉庫の面積→(１ 層の住戸数15戸×0.1㎡)×４ 層= 6.0㎡＞３ ㎡）

【 防災対策に関する 協議先】

総務部 防災危機管理課 防災危機管理担当

◆ 住所： 〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号 （ 本庁舎１ F） ◆ TEL： 03-6264-7415



＜参考： 要綱基準＞ 

※１  第20条第１ 項の規定に基づき 、 防災備蓄倉庫には飲料水・ 食料・ 携帯ト イ レ 等を備蓄（ 地域住民用の防災備蓄倉庫は除く ） する こ と 。（ 数量等の詳細については「 設置

届の提出について」 を参照する こ と 。）  

※２  容積率緩和と は、 地区計画又は高度利用地区に基づく ホテル関連施設又はよ り 公共性の高いホテル関連施設を設ける こ と によ り 容積率の緩和を受ける 場合を いう 。  

※３  １ 住戸につき 面積０ ． １ ㎡以上と し て計画戸数の合計分の面積を有する 防災備蓄倉庫を各階（ 住戸を 有する 階） に設置する 。  

   （ １ 住戸につき 面積０ ． １ ㎡以上と し て計画戸数の合計分の面積を有し 、 空間高さ １ ． ５ m 以上かつ１ 箇所当たり 必要最低面積３ ㎡以上の防災備蓄倉庫を設置する 場

合は５ 層以内ごと でも 可。）  

※４  １ 住戸につき ０ ． １ ㎡以上と し て対象と なる 計画戸数分の面積を有する 防災備蓄倉庫 

※５  従業員及び施設利用者が発災から ３ 日間当該建物内に留ま る ための備蓄品を収納し た防災備蓄倉庫 

※６  ※５ に加え、 帰宅困難者を３ 日間受入れる ための備蓄品を収納し た防災備蓄倉庫 

※７  周辺地域住民や帰宅困難者用 50㎡以上の防災備蓄倉庫を設置する 。  

※８  帰宅困難者対策協議会へ加入の上、 帰宅困難者の受入れ（ 一時滞在施設等の整備） を 行う 。  

※９  屋内空間や広場を帰宅困難者のための一時滞在施設（ 屋内） や一時待機場所（ 屋外） と し て整備する こ と 。 ま た、 帰宅困難者対策協議会へ加入する こ と 。  

  

敷地面積100㎡以上 敷地面積3, 000㎡以上 

共同住宅 ホテル又は旅館 

その他 

（ 大規模開発事業）  

10階以上 

25戸以上 

10階未満 

25戸未満 

容積率 

緩和( ※2) なし  

容積率 

緩和( ※2) あり  

①施設規模等に応じ た防災備蓄倉庫の設置 ※1 〇※3 〇※4 〇※5 〇※6 〇※5 ○※7 

②宿泊者に対する 防災関連情報の提供 － － 〇 〇 － － 

③帰宅困難者の受入れ等の取組 － － － ○※8 － － 

④受水槽及び高架水槽に対する 感震器連動型止水弁の設置 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 

⑤地震時対応エレ ベータ ーの設置 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

⑥40立方メ ート ル以上の防火水槽の設置 △ △ △ △ △ 〇 

⑦緊急情報等を建物内に一斉放送でき る 放送設備の設置 △ △ △ △ △ △ 

⑧災害時対応ト イ レ の設置 － － － － － ○ 

⑨災害時対応ト イ レ 用の150立方メ ート ル以上の排水

用雨水貯留槽の設置 
－ － － － － 〇 

⓾避難場所の整備 － － － － － ○※9 

○： 必須 △： 努力義務 －： 適用外 
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